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令和 6 年第 16回（9 月） 

上越市選挙管理委員会定例会 
 

 

１ 日 時  令和 6年 9月 2日（月）午前 10時 

 

２ 場 所  上越市役所 木田第 2庁舎 4階 2401会議室 

 

３ 付議事項 

議案第 57号 選挙人名簿の抹消について 

議案第 58号 選挙人名簿の登録について 

議案第 59号 各種請求を行うに必要な連署者数について 

議案第 60号 在外選挙人名簿の抹消について 

議案第 61号 市民投票条例に基づく投票資格者名簿の抹消について 

議案第 62号 市民投票条例に基づく投票資格者名簿の登録について 

議案第 63号 市民投票の請求を行うに必要な投票資格を有する者の連署者数につ 

いて 

 

４ 協議事項 

協議１ 令和 6年度明るい選挙啓発ポスター及び標語の審査等について 

 

５ 報告事項 

報告１ 令和 6年第 6回（9月）上越市議会定例会の審議日程等について 

報告２ 専決処分した内容について 

 

６ その他 

(1) 次回以降の選挙管理委員会開催等について 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 明るい選挙啓発標語コンクール 明推協会長賞 

「選挙へ行こう 未来を変える 第一歩」 三和中学校 1年 笹川 侑哉 さん 
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議案第 57号 選挙人名簿の抹消について 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の規定により、次のとおり同条第 1 号の

死亡者並びに同条第 2号の転出者等を選挙人名簿から抹消する。 

 

令和 6年 9月 1日現在（単位：人） 

区     分 男 女 計 

令和 6年 8月 1日 

から 

令和 6年 8月 31日 

までの間の 

死亡者数 A 106 96 202 

転出者数 B 311 214 525 

職権消除者数 C 0 0 0 

抹 消 者 数 

(A＋B＋C) 
D 417 310 727 
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議案第 58号 選挙人名簿の登録について 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 19 条第 2 項及び第 22 条第 1 項の規定により、

次のとおり選挙人名簿の登録を行う。 

 

令和 6年 9月 1日現在（単位：人） 

区     分 男 女 計 

前回定時登録日（令和 6年 6月 1日） 

現在の名簿登録者数 

A 

75,930 79,376 155,306 

Ａ欄定時登録にかかる補正登録者数 

B 
0 0 0 

前回定時登録から今回までの間の 

選挙時登録における新規登録者数 

C 

0 0 0 

Ｃ欄選挙時登録にかかる補正登録者数 

D 
0 0 0 

前回定時登録から今回までの間の 

抹消者数 

E 

1,453 1,210 2,663 

今回定時登録における新規登録者数 

F 
1,047 811 1,858 

差引登録者数 

（A＋B＋C＋D－E＋F） 

G 

75,524 78,977 154,501 
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議案第 59号 各種請求を行うに必要な連署者数について 

 

令和 6 年 9 月 1 日現在の定時登録における選挙人名簿登録者数が確定したことにより、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）等に規定する各種請求を行うに必要な連署者数を次

のとおりとする。 

 

１ 選挙人名簿登録者数          154,501人 

２ 選挙権を有する者の総数 50分の 1の数    3,091人 

３ 選挙権を有する者の総数  6分の 1の数    25,751人 

４ 選挙権を有する者の総数  3分の 1の数    51,501人 

 

（9月 2日告示予定） 

 

 ＜参考＞ 

請  求  別 根 拠 条 文 連署者数 

条例の制定又は改廃請求 地方自治法第 74条第 1項 50分の 1 

監査請求 地方自治法第 75条第 1項 〃 

合併協議会設置の請求 

市町村の合併の特例に関する法律

（平成 16年法律第 59号）第 4条第

1項及び第 5条第 1項 

〃 

合併協議会設置否決市町村に対す

る合併協議会設置についての投票

請求 

市町村の合併の特例に関する法律

第 4条第 11項及び第 5条第 15項 
6分の 1 

議会の解散請求 地方自治法第 76条第 1項 3分の 1 

議員の解職請求 地方自治法第 80条第 1項 〃 

首長の解職請求 地方自治法第 81条第 1項 〃 

副市長等の解職請求（副市長、選挙

管理委員、監査委員） 
地方自治法第 86条第 1項 〃 

教育長又は教育委員の解職請求 

地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和 31年法律第 162号）

第 8条第 1項 

〃 
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議案第 60号 在外選挙人名簿の抹消について 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 30条の 11の規定により、次の者を在外選挙人

名簿から抹消する。 

 

氏 名 生年月日 性別 
登 録 種 別 
(登 録 日) 

抹消理由 備考 

  男 
最終住所地 

（平成 24年 9月 20日） 
  

 

 

＜参考＞                              （単位：人） 

区     分 男 女 計 

前回（令和 6年 8月 7日現在） 

の名簿登録者数 
A 23 55 78 

前回から今回までの間の 

帰国者数及び職権消除者数 
B 

 

(0) 

 

(0) 

 

(0) 

前回から今回までの間の 

死亡者数 
C 0 0 0 

抹消者数計    (B+C) D 
1 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0) 

前回から今回までの間の 

名簿登録者数 
E 0 0 0 

令和 6年 9月 2日現在の  

名簿登録者数   (A－D＋E) 
F 22 55 77 

  注：表中「男」「女」「計」の( )の数字は、内書きで職権消除者数 
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議案第 61号 市民投票条例に基づく投票資格者名簿の抹消について 

 

上越市市民投票条例施行規則（平成 21 年規則第 11 号）第 4 条の規定により、次のとお

り同条第 1 号の死亡者、同条第 2 号の国籍喪失者及び永住外国人資格喪失者、同条第 3 号

の転出者、同条第 4 号の在外選挙人名簿への登録者、同条第 5 号の登録されるべきでなか

った者を投票資格者名簿から抹消する。 

 

令和 6年 9月 1日現在（単位：人） 

区     分 男 女 計 

令和 6年 6月 1日 

から 

令和 6年 8月 31日 

までの間の 

死亡者数 A 
327 

（1） 

306 

（0） 

633 

（1） 

国籍喪失者数 B 0 0 0 

永住外国人 

資格喪失者数 
C 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

転出者数 D 
1,129 

（2） 

907 

（3） 

2,036 

（5） 

在外選挙人 

名簿登録者 
E 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

職権消除者数 F 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

抹 消 者 数 

(A＋B＋C＋D＋E) 
G 

1,456 

（3） 

1,213 

（3） 

2,669 

（6） 

  注：表中「男」「女」「計」の( )の数字は、内書きで永住外国人の人数 
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議案第 62号 市民投票条例に基づく投票資格者名簿の登録について 

 

上越市市民投票条例（平成 21年条例第 5号）第 7条第 1項の規定により、次のとおり投

票資格者名簿の登録を行う。 

 

令和 6年 9月 1日現在（単位：人） 

区     分 男 女 計 

前回の登録日（令和 6年 6月 1日） 

現在の名簿登録者数 

A 

76,063 

(133) 

79,786 

(410) 

155,849 

(543) 

前回登録日から今回までの間の抹消者数 

B 

1,456 

(3) 

1,213 

(3) 

2,669 

(6) 

前回登録日から今回までの間の 

補正登録者、職権回復者数 

C 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

今回の新規登録者数 

D 

1,049 

(2) 

814 

(3) 

1,863 

(5) 

令和 6年 9月 1日現在の名簿登録者数 

（A-B＋C＋D） 

E 

75,656 

(132) 

79,387 

(410) 

155,043 

(542) 

  注：表中「男」「女」「計」の( )の数字は、内書きで永住外国人の人数 
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議案第 63号 市民投票の請求を行うに必要な投票資格を有する者の連署者数について 

 

令和 6年 9月 1日現在の上越市市民投票条例（平成 21年条例第 5号）第 7条第 1項の規

定による投票資格者名簿登録者数が確定したことにより、上越市自治基本条例（平成 20年

条例第 3号）第 39条第 2項及び第 7項に規定する市民投票の実施を請求するに必要な連署

者数を次のとおりとする。 

 

１ 投票資格者名簿登録者数           155,043人 

２ 投票資格を有する者の総数 50分の 1の数  3,101人 

３ 投票資格を有する者の総数  4分の 1の数 38,761人 

 

（9月 2日告示予定） 

 

 ＜参考＞ 

請  求  別 根 拠 条 文 連署者数 

市長に対して市民投票の実施を

請求することができる総数 
上越市自治基本条例第 39条第 2項 50分の 1 

市長が速やかに市民投票を実施

しなければならない総数 
上越市自治基本条例第 39条第 7項 4分の 1 
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協議１ 令和 6年度明るい選挙啓発ポスター及び標語の審査等について 

 

上越市明るい選挙推進協議会と共催で募集中の明るい選挙啓発ポスター及び標語につい

て、次のとおり同協議会と応募作品の審査等の実施を調整してよいか協議する。 

 

１  審査日時     令和 6年 9月 17日（火）午後 2時から 

 

２  会    場     春日謙信交流館 集会室 1・2 

 

３  内    容     明るい選挙啓発ポスター及び標語の応募作品審査 

 

４  審査要領     別紙 1のとおり 

※ 前年度からの主な変更点（ポスター・標語共通） 

・最高点作品の賞を変更 

選管委員長賞 → 明推協会長賞 

・次点作品の賞を変更 

明推協会長賞 → 選管委員長賞 

 

５  表 彰 式    選挙管理委員及び明るい選挙推進協議会委員が同席のもと開催する。

開催時期は令和 6年 12月 22日(日)の予定（県の優秀作品があった場合

は、あわせて表彰する） 

 

 

 ＜参考＞ 

ポスター作成の集い 

会 場（開催日） 

参加者 

（児童・生徒） 
保護者 主催者側 計 

浦川原地区公民館（8/2） 26人  0人 12人 38人 

板倉コミュニティプラザ（8/2）  2人  1人  6人  9人 

吉川コミュニティプラザ（8/4）  9人  8人 10人 27人 

市民プラザ（8/10）  9人  4人 11人 24人 

合 計 46人 13人 39人 98人 
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報告１ 令和 6年第 6回（9月）上越市議会定例会の審議日程等について 

 

 本定例会の審議日程について、次のとおり報告する。 

 

 １ 審議日程 

別紙 2のとおり 

 

 ２ 関係案件 

   ・令和 5年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 

 

報告２ 専決処分した内容について 

 

上越市選挙管理委員会専決規程（平成 24年上越市選挙管理委員会規程第 2号）第 2条第

6号の規定により専決処分した内容について、上越市選挙管理委員会規程（昭和 46年上越

市選挙管理委員会規程第 1号）第 18条第 2項の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 告 示 

告示番号 告 示 日 件   名 

52 令和6年8月29日 
令和 6年第 16回（9月）上越市選挙管理委員会定

例会の開催について 

 

 

 


